
特定遊甕飲食薦奮
‐
業働新設

「特定遊興飲食店営業Jとは、深夜において客に遊興をさせ、

かつ,客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業をいいま視
※深夜とは、午前0時から午前6時までの時間
※遊興とは、営業者側の積極的な行為によつて客に遊び興じさせること(下記参照)
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客にダンスをさせる場所を設けると

ともに、音楽や照明の演出等を行い、

不特定の客にダンスをさせる行為

不特定の客に歌手がその場で歌う歌、

バンドの生演奏等を聴かせる行為

不特定の客にショー、ダンス、演芸

その他の興行等を見せる行為

ダンス営業に係る規tIIの■直し
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ナイトクラブ等 (3号営業)

～ダンス十飲食～

ダンスホール等(4号営業)

～ダンス～

飲食店営業

低照度飲食店

(新 2号営業)

法の規需1対象から除外 (平成27年 6月 24日施行)
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キャハレー、カフエー等

(新 1号営業)
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●公安委員会の許可制
特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、当該営業ル

なければなりません。
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●営業可能な地域を限定層ミヨ耐
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営業所が下記の地域内にないとき、又は下記の地域内

受けることはできません。
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小倉北区のうち、魚町 1丁目から4丁目まで、鍛冶町 1丁目及び 2丁目、京町 1丁目から4丁 目まで、米町 1

丁目及び 2丁目、紺屋町、堺町 1丁目及び 2丁目、船頭町、船場町並びに古船場町

八幡西区のうち、熊手 1丁目、2丁目及び 3丁目 (1番から3番までに限る。)、 黒崎 1丁目から4丁 目まで

並びに藤日 3丁目

博多区のうち、中洲 1丁 目から5丁目まで

中央区のうち、大名 1丁目及び 2丁目、天神 1丁目から3丁目まで、西中洲並びに舞鶴 1丁目及び 2丁目

旭町 3丁目、栄町 」丁目及び 2丁目、新栄町、住吉町、大正町 1丁目及び 2丁目、築町、中島町、橋口町、浜町

古町、本町 1丁目及び 2丁目、港町並びに有明町 1丁目 (1番地に限る。)

小頭町 (1番地、2番地、8番地、9番地及び 11番地に限る。)、 通町 (2番地、3番地及び 6番地に限る。)、

日吉町 (1番地から 15番地までに限る。)、 本町 (2番地に限る。)及び六ツFl町 (1番地から 14番地まで及び

17番地から22番地までに限る。)

飯塚 (1番から 13番までに限る。)、 本町 (1番から 12番までに限る。)及び吉原町 (7番から 12番までに限る。)

※営業所が、ホテルや旅館等の施設内に所在し、構造設備等が一定の基準
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●営業時間の制限
県下全域、午前5時から午前6時までの時間は営業することはできません。

●年少者の立入制限●年少者の立入制限

保護者の同伴がない場合は、午後6時以降に18歳未i

(午前0時以降は、保護者同伴の場合でも18歳未満の

●深夜に風俗営業又は特定遊興飲食店饉
営業所周辺における客の迷惑行為を防止する措置をとらなければなりません.             ■
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苦情処理に関する帳簿を備え付けなければなりませんc                       ■

●ゲームセンターヘの入場規制の緩和

保護者同伴の場合は、午後6時以降も16歳未満の者を入場させることができることとなりました。

(午後 10時以降|よ、保護者同伴の場合でも18歳未満の者を入場させることはできません。)

③その他の改正


